
平成２６年１２月２５日 

 

株式会社 山陰合同銀行 

銀行保証付私募債(3社)及び信用保証協会共同保証付私募債(1社)の引受について 

山陰合同銀行（頭取 久保田 一朗）では、下記の私募債を引き受け、財務代理人を務めることと 

なりましたのでお知らせします。 

私募債は、一定の財務基準を満たす優良な企業が、その信用力を背景に発行するものです。 

発行企業は、長期固定金利の資金を調達できるだけでなく、財務の健全性やＣＳＲ活動の 

取り組み等をアピールすることができます。 

当行では、お客様の多様なニーズや資金調達にお応えできるよう、私募債引き受けに取り組んで 

まいります。 

 

記 

 

１．引受内容について 

 

 

 

 

 

 

                                     ＜次頁に続く＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私募債名 日付 発行会社名 

島
根
県 

ＣＳＲ型銀行保証付私募債 12月25日 有限会社 フローレス (代表取締役 藤原 紀美子) 

信用保証協会共同保証付私募債 12月25日 西行建設 株式会社 (代表取締役 西行 修) 

鳥
取
県 

プレミアム型銀行保証付私募債 12月25日 株式会社 サンマート (代表取締役 岩崎 陽一) 

ＣＳＲ型銀行保証付私募債 12月25日 株式会社 ジューケン (代表取締役 加藤 辰宏) 



 

（１）ＣＳＲ型銀行保証付私募債 

 

会 社 名 有限会社 フローレス 

 代 表 者 代表取締役 藤原 紀美子 

 住   所 島根県松江市学園２丁目５－８ 

 業   種 結婚式場業 

 発 行 額 第３回無担保社債(銀行保証付)      ５０,０００,０００円 

期   間 ５年(満期一括償還) 

 資金使途 設備資金 

＜当社のＣＳＲ取組内容＞  

・女性管理職を２０２０年までに３０％にするという政府目標に基づき、管理職の内 

 ５０％が女性で、女性のキャリア形成に貢献。 

・しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」認定。子育てにやさしい職場づくり

に積極的に取り組み、仕事と家庭の両立を支援。 

 

 

 

 

（２）信用保証協会共同保証付私募債 

 

会 社 名 西行建設 株式会社 

 代 表 者 代表取締役 西行 修 

 住   所 島根県益田市高津６丁目２２－２１ 

 業   種 土木工事及びトンネル工事業 

 発 行 額 第１回無担保社債(信用保証協会共同保証付)  ５０,０００,０００円  

期   間 ５年(満期一括償還) 

       資金使途    運転資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島 根 県 

島根県 



 

（１）プレミアム型銀行保証付私募債 

 

会 社 名 株式会社 サンマート 

 代 表 者 代表取締役 岩崎 陽一 

 住   所 鳥取県鳥取市湖山町東２丁目１３３番地 

 業   種 小売業(スーパーマーケット) 

 発 行 額 第８回無担保社債(銀行保証付)      ２００,０００,０００円  

期   間 ５年(満期一括償還) 

 資金使途 運転資金 

   

 

 

 

（２）ＣＳＲ型銀行保証付私募債 

 

会 社 名 株式会社 ジューケン 

 代 表 者 代表取締役 加藤 辰宏 

 住   所 鳥取県鳥取市賀露町１１３－２ 

 業   種 建設業 

 発 行 額 第１回無担保社債(銀行保証付)      １００,０００,０００円  

期   間 ５年(定時償還) 

 資金使途 運転資金 

  ＜当社のＣＳＲ取組内容＞  

・育児介護支援規則を設けている(育児休業､育児短時間勤務､介護短時間勤務など)。 

・｢鳥取自然環境保護ネット｣への寄付、地域の小学校で清掃などのボランティア活動

を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥 取 県 

鳥取県 



２．当行の取扱う私募債５商品と特長 

銀行保証付私募債 主な特長 

 

プレミアム型 
企業の財務健全性、なかでも企業規模（純資産額５億円以上）

をより重視する私募債。（Ｈ２０年１０月～） 

ＣＳＲ型 
一定の基準と企業が行う「ＣＳＲ活動」の取り組みを評価する

私募債。（Ｈ１８年１月～） 

エコ型 
ＣＳＲ型私募債の基準に加えて、環境にかかる公的認証を取得

していることが条件の私募債。（Ｈ２０年１０月～） 

グロース型 
一定の基準と企業の成長力（売上高および利益の伸長率）を評

価する私募債。（Ｈ１８年１月～） 

信用保証協会共同保証付私募債 
銀行および公的機関である信用保証協会が定める一定の基準を

適用する私募債。（Ｈ１２年９月～） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


